
平成 23 年３月 25 日 

各  位 

  会 社 名 富士火災海上保険株式会社 

  代表者名 代表執行役会長 近藤 章 

  （コード番号  8763  東証・大証第一部） 

  問合せ先 経営企画部長 深水 邦彦 

  （ＴＥＬ：03-5550-4807） 

 

 

主要株主及びその他関係会社の異動に関するお知らせ 

 

 平成 23 年３月 30 日付けで、以下のとおり当社の主要株主及びその他関係会社に異動が

見込まれますので、お知らせいたします。 

 

１． 異動が生じる経緯 

 当社の支配株主の子会社であるチャーティス･ジャパン･キャピタル･カンパニー・エル

エルシー（以下「公開買付者」といいます。）は、平成 23 年２月 10 日に当社の普通株式

及び本新株予約権（注）に対する公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）を行

う旨の発表を行いました。 

 本公開買付けは、平成 23 年２月 14 日から平成 23 年３月 24 日まで実施され、本日、公

開買付者より、本公開買付けにより、当社普通株式 305,256,945 株及び本新株予約権 170

個を取得する旨の報告がありました。 

 よって、本公開買付けの決済が行われた場合には、公開買付者は本公開買付けの決済開

始日である平成 23 年３月 30 日付で新たに当社の主要株主及びその他関係会社に該当する

こととなります。 

 また、当社の主要株主であるオリックス株式会社（以下「オリックス」といいます。）

は、その保有する当社普通株式の全てを、本公開買付けに応募した結果、本公開買付けの

決済が行われた場合には、本公開買付けの決済開始日である平成 23 年３月 30 日付で、当

社の主要株主に該当しないこととなります。 

（注）以下のイないしヘ記載の新株予約権をあわせて「本新株予約権」といいます。 

イ 平成 18 年６月 23 日開催の当社定時株主総会及び平成 18 年８月 29 日開催の当社  

取締役会の決議に基づき発行された新株予約権 

ロ 平成 18年８月 29 日開催の当社取締役会の決議に基づき発行された新株予約権 

ハ 平成 19年５月 18 日開催の当社取締役会の決議に基づき発行された新株予約権 

ニ 平成 19年 10 月 31 日開催の当社取締役会の決議に基づき発行された新株予約権 

ホ 平成 20年５月 19 日開催の当社取締役会の決議に基づき発行された新株予約権 

へ 平成 21年５月 20 日開催の当社取締役会の決議に基づき発行された新株予約権 
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２． 異動する株主の概要 

 

（１）新たに主要株主及びその他関係会社に該当することとなる株主の概要 

(１) 名 称 チャーティス･ジャパン･キャピタル･カンパニー・エルエルシー 

（CHARTIS JAPAN CAPITAL COMPANY, LLC） 

(２) 所 在 地 
アメリカ合衆国 19808 デラウェア州ウィルミントン市センター

ビル・ロード 2711 スイート 400 

（2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 

19808, U.S.A.） 

(３) 代表者の役職・氏名 取締役兼 CEO 兼プレジデント ホゼ・Ａ・ヘルナンデス 

(４) 事 業 内 容 デラウェア州有限責任会社法上リミテッド・ライアビリ

ティー・カンパニーがそれを目的として組成されることができ

る全ての適法な事業を行い、全ての適法な目的を推進し、全て

の適法な行為に従事すること（但し、銀行業（デラウェア州法

タイトル８、126 条の定義による）を除く） 

(５) 資 本 金 1,000 米ドル 

(６) 設 立 年 月 日 平成 23年１月 26日 

(７) 純 資 産 47,500,082,177 円（587,545,082.28 米ドル）（注１） 

(８) 総 資 産 47,500,082,177 円（587,545,082.28 米ドル）（注１） 

(９) 大株主及び持株比率 
ナショナル・ユニオン・ファイヤー・インシュアランス・カン

パニー・オブ・ピッツバーグ・ピーエー 

（ National Union Fire Insurance Company of Pittsburgh, 

Pa.） 

100% 

(10) 
上 場 会 社 と 

当 該 株 主 の 関 係 資 本 関 係 

該当事項はありません。 

なお、米国を本拠とするアメリカン・インター

ナショナル・グループ・インク（英語名：

American International Group, Inc. 。 以 下

「AIG」といいます。）傘下で米国及び米国外の

損害保険事業を行うチャーティス・インク（英

語名：Chartis, Inc.。以下「チャーティス」と

いいます。）が公開買付者の持分の全てを間接

的に保有しており、チャーティスの子会社であ

る、①チャーティス・ノンライフ・ホールディ

ング・カンパニー・ジャパン・インク（英語

名 ： Chartis Non-Life Holding Company 

(Japan), Inc.、チャーティスの間接出資比率

100％）、②チャーティス・ファー・イースト・

ホールディングス株式会社（チャーティスの間

接出資比率 100％）及び③チャーティス・ヨー
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ロッパ・エスエイ（英語名：Chartis Europe 

S.A.、チャーティスの間接出資比率 100％）（以

下①ないし③の三社を「チャーティスグループ

既存株主」といいます。）は、それぞれ当社の

普通株式を①270,444,000 株（株式所有割合（注

２）：38.62％）、②70,300,000 株（株式所有割

合：10.04％）及び③42,000,000 株（株式所有割

合：6.00％）保有しており、チャーティスグ

ループ既存株主合計で、382,744,000 株（株式所

有割合：54.66％）を保有しており、AIG 及び

チャーティスは、当社を連結子会社としており

ます。 

人 的 関 係 

公開買付者の取締役であるホゼ・Ａ・ヘルナン

デス及びデービッド・Ｗ・ジューニアスは、当

社の取締役を兼務しております。 

取 引 関 係 
該当事項はありません。 

（注１） １米ドル＝80.845 円で換算。 

（注２） 当社が平成 23 年２月 14 日に提出した第 94 期第３四半期報告書に記載された平成 22

年 12 月 31 日現在の発行済株式総数（700,239,075 株）に対して、所有株式数が占め

る割合を、「株式所有割合」といい、その計算において小数点以下第三位を四捨五

入しております。 

 

（２）主要株主に該当しないこととなる株主の概要 

(１) 名 称 オリックス株式会社 

(２) 所 在 地 東京都港区浜松町２丁目４番１号 

(３) 代表者の役職・氏名 代表執行役  井上 亮 

(４) 事 業 内 容 多角的金融サービス業 

(５) 資 本 金 143,953 百万円（平成 22 年 12 月 31 日現在） 

 

３． 異動前後における当該株主の所有する議決権の数及び議決権所有割合 

（１）チャーティス･ジャパン･キャピタル･カンパニー・エルエルシー 

議決権の数 

（議決権所有割合）  属  性 

直接所有分 合算対象分 合計 

大株主順位 

異 動 前 ― 
0 個 

（0.00）％ 

0個 

（0.00）％ 

0個 

（0.00）％ 
― 

異 動 後 その他の関係会社 
305,256 個 

（43.70）％ 

0個 

（0.00）％ 

305,256 個 

（43.70）％ 
第１位 

（注１） 上記の「議決権所有割合」は、当社が平成 23 年２月 14 日に提出した第 94 期第３四

半期報告書に記載した平成 22 年 12 月 31 日現在の総株主の議決権の数である

698,604 個を分母として算出しております。 
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（注２） 「議決権所有割合」は、少数点以下第三位を四捨五入しております。 

 

（２）オリックス株式会社 

 
議決権の数 

（所有株式数） 

総株主の議決権の

数に対する割合 
大株主順位 

異 動 前 

(平成 22年９月 30日現在) 

108,768 個 

（108,768,000 株） 
15.57％ 第２位 

異 動 後 
0 個 

（0株） 
0.00％ ― 

（注１） 上記の「総株主の議決権の数に対する割合」は、当社が平成 23 年２月 14 日に提出

した第 94 期第３四半期報告書に記載した平成 22 年 12 月 31 日現在の総株主の議決

権の数である 698,604 個を分母として算出しております。 

（注２） 「総株主の議決権の数に対する割合」は、少数点以下第三位を四捨五入しておりま

す。 

 

４． 異動予定年月日 

 平成 23 年３月 30日 

 

５． 開示対象となる非上場の親会社等の変更の有無等 

 該当事項はありません。 

 

６． 今後の見通し 

 平成 23 年２月 10 日付当社プレスリリース「支配株主の子会社であるチャーティス･

ジャパン･キャピタル･カンパニー・エルエルシーによる当社株券等に対する公開買付けに

関する意見表明のお知らせ」（以下「平成 23 年２月 10 日付当社プレスリリース」といい

ます。）でお知らせしておりますとおり、公開買付者は、当社を AIG 及びチャーティスの

完全子会社とする取引の一環として本公開買付けを行っておりましたが、上記のとおり、

本公開買付けにより当社の発行済株式の全て（当社が保有する自己株式及びチャーティス

グループ既存株主が保有する当社普通株式を除きます。）を取得できなかったことから、

今後、平成 23 年２月 10 日付当社プレスリリース２.（４）「本公開買付け後の組織再編

等の方針（いわゆる二段階買収に関する事項）」に記載の一連の手続に従って、公開買付

者は、当社の発行済普通株式の全て（当社が保有する自己株式及びチャーティスグループ

既存株主が保有する当社普通株式を除きます。）を取得することを予定しているとのこと

です。 

 今後の具体的な手続については、決定次第、金融商品取引所等を通じて速やかに公表い

たします。 

以 上 


